
 
 

事 務 連 絡  
  令和５年 10 月 27 日  

 
各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 課 
東京消防庁・各指定都市消防本部 

 
 

 消 防 庁 予 防 課   
 
 

食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止

について 

 
標記について、経済産業省産業保安グループから別添により要請がありまし

た。 

つきましては、機会を捉え食品工場や業務用厨房施設が存する事業所に対し、

別添の要請文書を参考にして、ガス消費設備使用中の換気や使用前後の点検等

による一酸化炭素中毒事故防止について注意喚起を行うようご配慮願います。 

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の

事務を処理する一部事務組合等を含む）に対し、この旨周知していただきますよ

うお願いします。 

 

消防庁予防課予防係 

担 当：泉、秋吉 

T E L：03-5253-7523 

御中 



別添
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